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６ 年金・手当・貸付 

 

 

 

 

施策の種類 内     容 費用負担等 
申  込 

機関名等 

児童扶養手当       
 

身 知 精 

 父又は母と生計を同じくしていない児

童（18 歳に達する日以後の最初の３月 31

日までの間にある者又は政令で定める程

度の障害の状態にある 20 歳未満の者。以

下「児童」という。）や、父又は母のいず

れかが政令で定める程度の障害の状態で

ある児童を、監護している父、母又は養育

者に支給されます。 

全部支給の場合 

月額 45,500 円 

一部支給の場合 

月額 45,490 円 

～10,740 円 

(児童１人の場合) 

所得による

支給制限が

あります。 

市町 

特別児童扶養

手当 

 

身 知 精 

 身体、知的又は精神に重度又は中度の

障害のある 20 歳未満の児童を監護して

いる保護者に支給されます。 

児童 1 人につき

重度（1 級） 

月額 55,360円 

中度（2 級） 

月額 36,860円 

特別障害者手

当等 

 

身 知 精 

 

 

 

 

【障害児福祉手当】 

 身体、知的又は精神に重度の障害があ

るため、日常生活において常時の介護を

必要とする程度の障害の状態にある在

宅の 20 歳未満の児童に支給されます。 

月額 15,690 円 

【特別障害者手当】 

 身体、知的又は精神に著しく重度の障

害があるため、日常生活において常時特

別の介護を必要とする程度の障害の状

態にある在宅の 20 歳以上の人に支給さ

れます。 

月額 28,840 円 

【経過的福祉手当】 

 従来の福祉手当の受給資格者のうち

特別障害者手当の支給要件に該当せず、

かつ、障害を事由とする年金を受給して

いない 20 歳以上の人に支給されます。 

※現在は新規認定を行っていません。 

月額 15,690 円 

 

 

 

 

 

 

 

 障害のある人やその家族の安定した生活を支援するため、障害基礎年金や各種手当などが支給され

ます。 

 また、経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、低利で資金を貸し付けています。 



６ 年金・手当・貸付 

- 57 - 

 

施策の種類 内     容 費用負担等 
申  込 

機関名等 

国民年金 

 

身 知 精 

障害程度が国民年金法で決められている「障害等

級表」にあてはまる次の人に支給されます。 

【障害基礎年金】 

Ⅰ障害の原因となった病気やけがの初

診日が次のいずれかの間にあること。 

① 国民年金加入期間 

② 60 歳以上 65 歳未満（国内居住者のみ） 

③ 20 歳未満 

Ⅱ①②の場合、初診日前において加入 

期間の３分の２以上の保険料納付済

期間（免除期間を含む）があること。  

又は、初診日前一年間において保険料

未納がないこと。 

③の場合、納付要件はありません。 

1 級 

月額 85,000 円 

2 級 

月額 68,000 円 

 

※昭和 31 年 4 月

1日以前生まれの

方の年金額は異

なります。 

 

※18 歳未満の子

の人数に応じた

加算があります。 

③について

は、所得に

よる支給制

限がありま

す。 

年金事務所 

 

予約受付 

専用電話 

 

0570-05-48

90 

 

 

市町 

厚生年金保険 

 

身 知 精 

障害の程度が厚生年金法で決められている「障害

等級表」にあてはまる次の人に支給されます。 

【障害厚生年金】 

Ⅰ厚生年金保険の被保険者である間に

障害の原因となった病気やけがの初

診日があること。 

Ⅱ初診日前において加入期間の３分の

２以上の保険料納付済期間（国民年金

の免除期間を含む）があること。 

又は、初診日前一年間において保険料

の未納がないこと。 

年金額は平均標

準報酬によって

決定します。 

 年金事務所 

 

予約受付 

専用電話 

 

0570-05-48

90 

特別障害給付

金 

 

身 知 精 

【障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金な

どを受給していない方】 

 

① 平成 3年 3月以前に国民年金任意加 

 入対象であった学生 

② 昭和61年3月以前に国民年金任意加

入対象であった被用者（厚生年金、

共済組合等の加入者）の配偶者 

※当時任意加入していなかった期間

内に初診日があり、現在、障害基礎

年金１級、２級相当の障害に該当す

る人に支給されます。 

1 級 

月額 55,350 円 

2 級 

月額 44,280 円 

所得による

支給制限が

あります。 

市町 
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施策の種類 内     容 費用負担等 
申  込 

機関名等 

心身障害者 

扶養共済制度 

 

身 知 精 

保護者が毎月一定の掛金を納付すること

により、保護者が死亡又は重度障害にな

ったとき、心身障害者に年金が生涯にわ

たって支給される任意加入の制度です。 

保護者加入時年齢 
掛金月額 

（1口あたり） 

35 歳未満 9,300 円 

35 歳以上 40 歳未満 11,400 円 

40 歳以上 45 歳未満 14,300 円 

45 歳以上 50 歳未満 17,300 円 

50 歳以上 55 歳未満 18,800 円 

55 歳以上 60 歳未満 20,700 円 

60 歳以上 65 歳未満 23,300 円 

 

※年齢は加入時の年度の 4 月 1 日時点の

年齢 

年金額 

1 口加入の場合 

月額20,000円 

2 口加入の場合 

月額40,000円 

低所得世帯

等について

は、掛金の

減額を行っ

ています。 

市町 

 

生活保護の障

害者加算の認

定 

 

身 精 

 

 生活保護を受けている人のうち 

① 身体障害者手帳 1～3級 

② 精神障害者保健福祉手帳 1、2 級を所持している人は、

生活保護の障害者加算の認定が受けられる場合があり

ます。 

※ただし、②については、障害基礎年金 1、2級の受給者

及び対象疾病以外の方で手帳の交付日又は更新日が初め

て医師の診療を受けた日（初診日）から 1 年 6 か月以上

経過している場合に限られます。 

 

 市町 

福祉事務所 

生活福祉資金

の貸付 

 

身 知 精 

 

 

 

 

 経済的自立と生活意欲の助長促進、社会参加の促進を図
り、安定した生活を送れることを目的として、他の貸付等
支援制度の利用が困難な障害者等の世帯を対象に無利子又
は低利で資金を貸し付けます。 

※原則、他法・他制度の利用を優先的に検討していただく
ことになります。 

 

 （※59、60 ページの生活福祉資金貸付制度一覧表参照） 

 市町社会福

祉協議会 
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《生活福祉資金貸付制度一覧》 

 

 

 

資金の種類 内   容 貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人 

総合支援資金 
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費 

及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 

※年金を受給している場合は、対象となりません。 

 

生活支援費 
生活再建までの間に必要な 

生活費用 

 (単身世帯) 月額１５万円以内 

 (２人以上)  月額２０万円以内 

  

※貸付期間： 

原則３か月以内、最長 

１２か月の延長申請 （ 

３か月ごとに３回）可 

最終貸付日 

から６か月 

以内 

据置期間 

経過後 

１０年以内 

連帯保証人 

あり 

無利子 

原則1人 

必要 

 

住宅入居費 
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を 

結ぶために必要な費用 
４０万円以内 

貸付日（生

活支援費と

あわせて貸

付けている

場合は、生

活支援費の

最終貸付

日）から６か

月以内 

連帯保証人 

なし 

年１．５％ 

 

ただし、 

連帯保証人 

なしでも 

申請可能 

 

一時生活 
再 建 費 

生活を再建するために一時的 

に必要かつ日常生活費で賄う 

ことが困難である費用 

６０万円以内 

  

福祉資金 
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯 

に限る。）に対し、次に掲げる費用として貸し付ける資金 

 

福祉費 

 

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 

生業を営むために必要な経費 ４６０万円  ２０年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連帯保証人 

あり 

無利子 

 

 

連帯保証人 

なし 

年１.５％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則1人 

必要 

 

 

 

ただし、 

連帯保証人 

なしでも 

申請可能 

 

技能習得に必要な経費及びその
期間中の生計を維持するために
必要な経費 

技能を習得する期間が 

６か月程度   １３０万円 

１年程度   ２２０万円 

２年程度   ４００万円 

３年以内   ５８０万円 

 

８年 

 住宅の増改築、補修等及び公営
住宅の譲り受けに必要な経費 ２５０万円 

 
７年 

 福祉用具等の購入に必要な経費 
１７０万円 ８年 

 障害者用自動車の購入に必要な
経費 

２５０万円 ８年 

 中国残留邦人等にかかる国民年
金保険料の追納に必要な経費 ５１３.６万円 １０年 

負傷又は疾病の療養に必要な経費及

びその療養期間中の生計を維持する

ために必要な経費 

・療養期間が1年を超えないとき

は１７０万円 

・１年を超え１年６か月以内であ

って、世帯の自立に必要なとき

は２３０万円 

貸付日(分割

交付の場合

は最終貸付

日)から６か

月以内 

５年 

介護サービス、障害福祉サービス等を

受けるのに必要な経費及びその期間

中の生計を維持するために必要な経

費 

・介護サービスを受ける期間が 

１年を超えないときは１７０万円 

・１年を超え１年６か月以内であ

って、世帯の自立に必要なとき

は２３０万円 

 

５年 

  災害を受けたことにより臨時に 
必要となる経費 

１５０万円 ７年 

  冠婚葬祭に必要な経費 ５０万円  ３年 

  住居の移転等、給排水設備等 
の設置に必要な経費 

５０万円 
 

３年 

  就職、機能習得等の支度に 
必要な経費 

５０万円 ３年 

  その他日常生活上一時的に 
必要な経費 

５０万円 ３年 
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資金の種類 内   容 貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人 

緊急小口資金

次の理由により緊急かつ一時的に 
生計の維持が困難となった場合に 
貸し付ける少額の費用 

１０万円以内 
貸付日から 

２か月以内 

据置期間 

経過後 

１２か月 

以内 

無利子 不要 

・ 医療費又は介護費の支払等臨時
の生活費が必要なとき 

・ 火災等被災によって、生活費が必
要なとき 

・ 年金、保険、公的給付金等の支
給開始までに生活費が必要なとき 

・ 会社からの解雇、休業等による収
入減のため、生活費が必要なとき 

・ 滞納していた税金、国民健康保険
料、年金保険料の支払により支出
が増加したとき 

・ 公共料金の滞納により、日常生活
に支障が生じるとき 

・  生活困窮者自立支援法に基づく
支援や実施機関及び関係機関か
らの継続的な支援を受けるために
経費が必要なとき 

・ 給与等の盗難によって、生活費が
必要なとき 

・ その他これらと同等のやむを得な
い事由があって、緊急性、必要性
が高いと認められたとき 

教育支援資金 低所得世帯に対し、次に掲げる費用として貸し付ける資金 

 

教育支援費 

低所得世帯に属する者が高等学校、
大学（短期大学及び専修学校の専門
課程を含む）又は高等専門学校に就
学するのに必要な経費 
 
※特に必要と認められる場合に限り
貸付限度額の1.5倍まで申請可 

（高等学校） 

月額３．５万円以内 

（高等専門学校） 

月額６万円以内 

（短期大学） 

月額６万円以内 

（大学） 

月額６．５万円以内 

卒業後 

６か月以内 

据置期間 

経過後 

２０年以内 

無利子 

不要 

 

※世帯内で 

連帯借受人 

が必要  

就学支度費 

低所得世帯に属する者が高等学校、
大学（短期大学及び専修学校の専門
課程を含む）又は高等専門学校への
入学に際し必要な経費 

５０万円以内 

不動産担保型生活資金 
     

 

低所得者世帯
向け不動産担
保型生活資金 

低所得の高齢者世帯に対し、一定
の居住用不動産を担保として生活費
を貸し付ける資金 

・土地評価額の７割を標準 

月額３０万円以内 

契約 

終了後 

３か月以内 

据置期間 

終了時 

まで 

年３％ 

又は 

毎年４月1日 

時点の長期 

プライムレート

のいずれか 

低い利率 

必要 

※推定相続 

人の中から 

選任 

要保護世帯向
け不動産担保 
型生活資金 

要保護の高齢者世帯に対し、一定
の居住用不動産を担保として生活費
を貸し付ける資金 

・土地建物評価額の7割を標準 

（集合住宅は5割） 

・月額は貸付基本額の範囲内 

（生活扶助額の１．５倍以内） 

不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


